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お取引先様各位 

一般社団法人 ふじさん駿河湾フェリー 

理事長 山本 東 

 

 

令和８年度「駿河湾フェリー バス補助」事業実施について 

 

 

平素は格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

ふじさん駿河湾フェリーでは、令和８年度の誘客促進策の一環として、駿河湾フェ

リーに御送客いただく旅行会社様を対象に、今年度に引き続きバス補助事業を実施す

る予定です。 

つきましては、貴社における旅程検討の際に、ぜひとも当制度を御活用いただきた

いと思います。 

なお、当事業の詳細は、後日弊社 HPに掲載いたしますので御確認ください。 

 追って、御不明点等ございましたら、弊社営業担当までお気軽に御連絡ください。 

引き続き、駿河湾フェリーを御愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜令和８年度「駿河湾フェリー バス補助」事業について＞ 

令和８年４月１日～令和９年３月 31日の期間に駿河湾フェリーを利用する旅行

会社を対象に、バス１台あたり大型 10,000円・マイクロ 8,000円の補助金を交付

いたします。 

 
※事業予算の上限に達し次第終了となりますので、予め御承知ください。 
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